
第２２号議案 

   加東市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件 

 加東市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和４年３月１日提出 

加東市長 安 田 正 義  

加東市条例第  号 

   加東市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 加東市個人情報保護条例（平成１８年加東市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第５項第７号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）第２条第９項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



   加東市個人情報保護条例の一部改正（要旨） 

１ 改正理由 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）

が公布され、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５９号）が廃止されることに伴い、所要の改正を行うものである。 

２ 改正内容 

  独立行政法人等の定義規定において引用する法律名を改めること。（第３条関係） 

３ 施行期日  令和４年４月１日 

第２２号議案 要旨 



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

 （個人情報の保有の制限等） 

第３条 （略） 

２～４ （略） 

５ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに

該当するときは、個人情報を本人以外のものから取得することが

できる。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 他の実施機関又は国の機関、独立行政法人等（独立行政法人

等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５９号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下

同じ。）、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規

定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）から提供を受けて

いるとき。 

 (8) （略） 

６・７ （略） 

 （個人情報の保有の制限等） 

第３条 （略） 

２～４ （略） 

５ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに

該当するときは、個人情報を本人以外のものから取得することが

できる。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 他の実施機関又は国の機関、独立行政法人等（個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第９項  

          に規定する独立行政法人等をいう。以下

同じ。）、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規

定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）から提供を受けて

いるとき。 

 (8) （略） 

６・７ （略） 
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